
◎文部科学省設置法の一部を改正する法律 
（平成三〇年六月一五日法律第五一号）   

一、 提案理由（平成三〇年五月一八日・衆議院文部科学委員会） 

○林国務大臣 このたび政府から提出いたしました文部科学省設置法の一部を改正する

法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 近年、少子高齢化やグローバル化の進展など、社会の状況が著しく変化する中で、観

光や町づくり、国際交流等の幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化政策

の展開がより一層求められております。 

 こうした中、昨年六月に成立した文化芸術基本法においては、文化政策と関連分野に

おける施策との有機的な連携を図るための規定等が盛り込まれるとともに、文化に関す

る施策を総合的に推進するため、政府において、文化庁の機能の拡充等について検討し、

その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されたところであります。 

 この法律案は、当該規定に基づき、文化庁の機能強化を図り、文化に関する施策を総

合的に推進するために必要な体制の整備を行うものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、文部科学省及び文化庁の任務について、現行の文部科学省設置法においては

「文化の振興」と規定されているところを、より広く「文化に関する施策の総合的な推

進」等と改め、文化庁が中核となって我が国の文化行政を総合的に推進していく体制を

整備することとしております。 

 第二に、芸術教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育にお

ける人材育成からトップレベルの芸術家の育成まで、一体的な施策の展開を図ることと

しております。 

 第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省

が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管してお

りますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政のさらなる振

興等を図ることとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、 衆議院文部科学委員長報告（平成三〇年五月二九日） 

○冨岡勉君 ただいま議題となりました法律案について、文部科学委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の附則第二条に規定された検討の

結果に基づく措置として、文化庁の京都への全面的な移転に向け、新文化庁にふさわし

い組織改革、機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進するものであり、その

主な内容は、 



 第一に、文部科学省及び文化庁の任務のうち文化に係る部分を「文化に関する施策の

総合的な推進」に改めること、 

 第二に、文部科学省及び文化庁の所掌事務に、文化に関する基本的な政策の企画及び

立案並びに推進に関すること及び文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること

を追加するとともに、文化庁は、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する

事務及び博物館による社会教育の振興に関する事務をつかさどること 

などであります。 

 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、十八日林文部科学大臣から提案理由の説明を聴取いたしま

した。二十三日に質疑に入り、同日質疑を終局した後、二十五日に討論、採決の結果、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成三〇年五月二五日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 本法により機能強化を図った上で、文化庁の組織が東京と京都に二分されることが

予定されているが、文化庁が分割された後においても、本法により文化庁の所管とさ

れる学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務等を含めた全ての文化

庁の所管事務が混乱することなく、円滑に執行されるよう、遅くとも平成三十三年度

中とされる京都への本格移転に向け、文化庁を中心に関係行政機関が緊密な連携を図

り、細部の検討にも遺漏がないよう万全の準備を行うこと。 

二 本法による文化庁の機能強化・組織改革が、政府関係機関の地方への移転を契機と

した行政の肥大化につながり、行政改革に逆行することのないよう、十分留意するこ

と。 

三 平成二十九年に改正された「文化芸術基本法」において、文化芸術と観光、まちづ

くり、国際交流等の施策との連携が定められたことを踏まえ、文化芸術の価値を中心

に据えた施策の立案及びその実行のため、文化芸術関係予算の充実及び文化庁の更な

る機能強化に努めること。 

四 文化庁は、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を行うに当た

っては、これまでの文化芸術振興施策を通して培ってきた知見やネットワークを活用

するとともに、学校の教育課程全体についての深い専門性を持って他の教科や総合的

な学習の時間等と連携を深め、または芸術家の参加を得る等して、学校現場等におけ

るより開かれた文化芸術教育の推進に努めること。 

五 本法により、博物館の更なる振興を図るため、その事務を文化庁に一元化すること



としていることを踏まえ、博物館運営・施設整備や学芸員の育成・配置等に関する支

援策を一層講じるとともに、博物館に対する財政的支援の更なる拡充に努めること。 

六 文化庁が京都への本格移転に向け、予定しているその効果及び影響の検証結果につ

いては、文化庁の京都移転が、政府関係機関の地方への移転の先行事例であることを

踏まえ、適宜国会へ報告すること。 

七 本法の成立を契機として、国は、「文化芸術立国」の実現に向けて、文化芸術の担

い手や関係団体に係る支援措置を強化するとともに、文化庁を中核として関係行政機

関が一丸となって文化芸術政策を推進できるような体制の構築に努めること。 

八 平成三十一年九月に京都で開催されるＩＣＯＭ（国際博物館会議）京都大会は、文

化庁の京都への本格移転に向けた重要な会議であることを政府は深く認識し、ＩＣＯ

Ｍ関係者が京都において我が国の文化に触れる貴重な機会である同大会が成功するよ

う、文化庁を中心に関係行政機関を挙げて取り組むこと。 

九 文化庁の京都への本格移転は、文化行政の機能強化の途上であり、芸術文化の自主

性等を基本理念とする文化芸術基本法や我が国の文化財の継承・活用等を図る文化財

保護法等の文化振興施策をさらに発展・充実させていくため、「文化省」の創設を見

据え、引き続き文化行政に関する取組の在り方を検討すること。 

三、 参議院文教科学委員長報告（平成三〇年六月八日） 

○高階恵美子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、文化に関する施策を総合的に推進するため、文化に関する基本的な政策

の企画及び立案並びに推進に関する事務等を文部科学省及び文化庁の所掌事務に追加す

るとともに、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を文化庁に移管

する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、文化庁の機能強化の在り方、文化庁の京都移転が文化施策に

与える影響、芸術教育の充実の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会

議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良理事より反対の意見が述

べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成三〇年六月七日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、本法により機能強化を図った上で、文化庁の組織が東京と京都に二分されることが



予定されているが、文化庁が分割された後においても、本法により文化庁の所管とさ

れる学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務等を含めた全ての文化

庁の所管事務が混乱することなく、円滑に執行されるよう、遅くとも平成三十三年度

中とされる京都への本格移転に向け、文化庁を中心に関係行政機関が緊密な連携を図

り、細部の検討にも遺漏がないよう万全の準備を行うこと。 

二、本法による文化庁の機能強化・組織改革が、政府関係機関の地方への移転を契機と

した行政の肥大化につながり、行政改革に逆行することのないよう、十分留意するこ

と。 

三、平成二十九年に改正された「文化芸術基本法」において、文化芸術と観光、まちづ

くり、国際交流等の施策との連携が定められたことを踏まえ、文化芸術の価値を中心

に据えた施策の立案及びその実行のため、文化芸術関係予算の増額及び文化庁の更な

る機能強化に努めること。 

四、文化庁は、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を行うに当た

っては、これまでの文化芸術振興施策を通して培ってきた知見やネットワークを活用

するとともに、学校の教育課程全体についての深い専門性を持って他の教科や総合的

な学習の時間等と連携を深め、または芸術家の参加を得る等して、学校現場等におけ

るより開かれた文化芸術教育の推進に努めること。 

五、本法により、博物館の更なる振興を図るため、その事務を文化庁に一元化すること

としていることを踏まえ、博物館運営・施設整備や学芸員の育成・配置等に関する支

援策を一層講じるとともに、博物館に対する財政的支援の更なる拡充に努めること。 

六、文化庁が京都への本格移転に向け、予定しているその効果及び影響の検証結果につ

いては、文化庁の京都移転が、政府関係機関の地方への移転の先行事例であることを

踏まえ、適宜国会へ報告すること。 

七、本法の成立を契機として、国は、「文化芸術立国」の実現に向けて、文化芸術の担

い手や関係団体に係る支援措置を強化するとともに、文化庁を中核として関係行政機

関が一丸となって文化芸術政策を推進できるような体制の構築に努めること。 

八、平成三十一年九月に京都で開催されるＩＣＯＭ（国際博物館会議）京都大会は、文

化庁の京都への本格移転に向けた重要な会議であることを政府は深く認識し、ＩＣＯ

Ｍ関係者が京都において我が国の文化に触れる貴重な機会である同大会が成功するよ

う、文化庁を中心に関係行政機関を挙げて取り組むこと。 

九、文化庁の京都への本格移転は、文化行政の機能強化の途上であり、文化芸術の礎た

る表現の自由と、自主性等を基本理念とする文化芸術基本法や我が国の文化財の継

承・活用等を図る文化財保護法等の文化振興施策をさらに発展・充実させていくため、

「文化省」の創設を見据え、引き続き文化行政に関する取組の在り方を検討すること。 

  右決議する。 

 


